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むらのできごと

　5月25日に球磨カントリークラブで行われ、
本村から男子11名が出場しました。総合結果は
8位でした。男性70代の出場や女性の出場があ
ると、更なる順位の飛躍が予想されます。女性が
出場される町村は4町村と少ないですが、ご興味
のある方は、ぜひよろしくお願いします。

第
69
回
球
磨
郡
民
体
育
祭

　
今
年
も
球
磨
郡
民
体
育
祭
が
５
月
14
日
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
競
技
か
ら
開
幕
し
、本
村

が
出
場
し
た
３
競
技
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
で
五
木
村
の
代
表
選
手
と

し
て
活
躍・奮
闘
さ
れ
て
い
ま
す
。

前半
結果
報告

　5月 14日に免田総合
グラウンドで行われ、本
村から男女12名が出場
しました。結果は男子6
位・女子 5位でした。残
念ながら昨年の結果には
及びませんでしたが、選
手の皆さんそれぞれ奮闘
されていました。

ゲートボール

ゴルフ
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７
月
は
、
本
村
の
選
手
が
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・

サ
ッ
カ
ー
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
・
水
泳
・
陸
上
競
技
と
多
く
の
出
場
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
お
時
間
が
あ
り
ま
す
方
は
現
地
に
行
か
れ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
村
民
の
皆
様
の
声
援
の
一
つ
ひ
と
つ
が
選
手
の

力
に
な
り
ま
す
。
応
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　5月21日に森園カントリーパーク（あさぎり町岡
原）で行われ、本村から男女14名が出場しました。結
果は、男子8位・女子9位でした。本来の力を発揮で
きた方、そうでない方いらっしゃいましたが、暑い中
それぞれ奮闘されました。

グラウンド・ゴルフ

種　目 日時（開会式時刻） 会　　場

ソフトボール
7月  6日（土）　９：００

免田総合体育センター多目的グラウンド
7月  7日（日）　９：３０

バドミントン

7月  7日（日）　８：３０
団　体　戦

高山運動公園体育館（あさぎり町深田）
7月14日（日）　９：００

個　人　戦

バスケットボール 7月  7日（日）　８：３０ 多良木町民体育館

サッカー 7月  7日（日）　９：００ 森園カントリーパーク（あさぎり町岡原）

水泳 7月14日（日）　９：００ 湯前町B&G海洋センター

陸上競技 7月20日（土）　８：３０ 多良木町多目的総合グラウンド

※選手編成によっては、一部参加できない競技が出てくる場合があります。

◆今後の予定
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むらのできごと

　

６
月
６
日
、
関
係
機
関
出
席
の
も
と
五
木

村
防
災
会
議
を
開
催
し
、
地
域
防
災
計
画
の

再
確
認
と
各
対
策
部
及
び
関
係
機
関
の
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

近
年
、
全
国
各
地
で
起
き
て
い
る
地
震
や

集
中
豪
雨
に
よ
る
水
害
な
ど
の
自
然
災
害

に
よ
り
、「
防
災
」が
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。
被
害
者
を
出
さ
な
い
た
め
に
も
、
一

人
一
人
が
避
難
場
所
等
の
確
認
を
行
い
、
も

し
も
の
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
今
後
は
梅
雨
の
影
響
で
雨
の
日
が

多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
気
象
台
が

発
表
す
る
気
象
情
報
や
、
行
政
か
ら
の
情
報

に
注
意
し
、
予
防
避
難
（
明
る
い
う
ち
の
早

め
の
避
難
）を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
避
難
情
報
・
防
災
気
象
情
報
の
警

戒
レ
ベ
ル
が
５
段
階
に
整
理
さ
れ
ま
し
た
。

災
害
へ
の
備
え
は
大
丈
夫
で
す
か
？

五
木
村
防
災
会
議
を
開
催

警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル５
既に災害が発生している状況で
す。命を守るために最善の行
動をしましょう。

災害発生情報
災害が発生していることを
把握した場合に、可能な範
囲で発令（市町村が発令）

警戒レベル４
全員避難

速やかに避難先へ避難しま
しょう。公的な避難場所までの
移動が危険と思われる場合は、近
くの安全な場所や、自宅内のより
安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
地域の情報に応じて緊急的
又は重ねて避難を促す場合
等に発令（市町村が発令）

警戒レベル３
高齢者等は避難

避難に時間を要する人（ご高
齢の方、障がいのある方、乳幼
児等）とその支援者は避難をし
ましょう。その他の人は避難の
準備を整えましょう。

避難準備高齢者等
避難開始

（市町村が発令）

警戒レベル２
避難に備え、ハザードマップ等に
より、自らの避難行動を確認しま
しょう。

洪水注意報
大雨注意報等

（気象庁が発表）

警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

警戒レベル相当情報（例）

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報

大雨特別警報など

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報

土砂災害警戒情報など

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報洪水警報など

※ これらは住民が自主的に避難
行動をとるために参考とする
情報です

〈避難情報等〉 〈防災気象情報〉
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　5月 24日 に 開 催
された、令和元年度
熊本県食生活改善推
進員連絡協議会総会
にて、推進員の土屋
富子さん（頭地）が表
彰されました。
　土屋さんは、平成
2年の本村協議会発
足時より活動され、
その永年の功績を讃え、推進員として20年以上活
動している会員に贈られる「会長表彰」を受賞され
ました。
　現在も、村の健康づくり活動や食文化の伝承に貢
献しておられ、土屋さんの明るい人柄に、食改活動
ではいつも会員の笑顔が絶えません。今後も益々
のご活躍を期待しております。

　５月２５日～２６日、日本各地の小さな村（北海道
音
お と い ね っ ぷ む ら

威子府村、福島県桧枝岐村、山梨県丹波山村、和歌
山県北山村、岡山県新庄村、高知県大川村、熊本県五
木村）が一同に集まり、小さな村独自が抱える共通の
悩みについて、情報を交換し、刺激し合うことで、互
いの価値を高めていく、第４回目となる「小さな村ｇ
７サミット」が和歌山県北山村で開催されました。
　今回は、村を都市部にどのように宣伝するか、村の
ファンをどのように増やすのかといった「シティプ

ロモーション」がサミットテーマとなりました。
　東海大学教授である河井孝仁氏による「ｇ７サ
ミットに寄せて―シティプロモーションを超えて
―」をテーマにした講演会とパネルディスカッショ
ンが行われ、パネルディスカッションに五木村地域
おこし協力隊の土屋望生さんが参加しました。
　その後、北山村の山口村長がサミット共同宣言文
を読み上げ、今後も小さな村がお互いを知り、相互に
協力しあうことが誓約されました。

パネルディスカッションに参加した土屋さん（壇上、一番右側）

第４回小さな村ｇ７サミット in 北山村

五木源住宅森林バスツアー

　５月２６日、五木源住宅の取り組みについて理解を
深めて頂こうと、県内１６名の方に参加いただき、バ
スツアーを開催しました。今回のツアーでは、森林散
策や葉枯らし天然乾燥材の製品置場、スギの伐採現
場等を案内しました。
　また、伐採現場では林業機械を使用した枝払いや
造材作業も見学することができ、初めて目の当たりに
する光景に驚かれていました。
　協議会では、引き続き普及啓発活動に取り組んで
まいります。

「会長表彰」おめでとうございます！

スギの伐採現場を見学する参加者たち
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むらのできごと

父の日に
牛乳を贈ろうキャンペーン

分館対抗
グラウンド・ゴルフ大会

　６月１１日、「父の日に牛乳（ちち）を贈ろう！キャン
ペーン」の一環として、ホワイト酪農業協同組合女
性部の皆さんが役場を訪れ、和田村長へ牛乳が贈ら
れました。
　酪農業界では、６月を「牛乳月間」とし、牛乳・
乳製品の消費拡大のため様々な取組みを実施してい
ます。本キャンペーンもその取組みのひとつです。

　５月２６日、分館対抗グラウンド・ゴルフ大会が五
木源パークを会場に、４分館から１４チーム（７７名）
が参加して開催されました。天候にも恵まれ、きれ
いな芝生コースで和気あいあいとした雰囲気で楽しま
れ、ホールインワンが出ると、沢山の歓声があがって
いました。

〈結果〉
・分館の部
　優勝　　東分館
　準優勝　西分館

・個人の部
　優勝　　中村和典さん
　準優勝　有瀬悦守さん
　３位　　田上スミエさん

　
・チームの部
　優勝　　頭地地区Ｂ
　準優勝　頭地地区Ｃ
　３位　　西分館Ｂ

　５月１７日に村老人クラブ連合会主催によるグラウ
ンド・ゴルフ大会が、五木源パークにて開催されました。
　時折、ホールインワンが出ると大きな歓声が上がり、
終日賑わっていました。　
　なお、１０月に錦町グラウンドで開催される郡老人
クラブ連合会主催の大会に、村代表として２チームが
参加される予定です。

〈結果〉
　1位　鶴亀老人クラブＢ　2位　鶴亀老人クラブＡ 
　３位　白滝老人クラブ

　６月１１日、東小の児童が田植えの体験を行いまし
た。体験を通して、食物を育てる大変さと育てる方へ
の感謝の気持ちを育むため、毎年実施されています。
　当日は、兼田昭治さんと園田久さんのご指導のもと、
目印となる線からずれないように、児童と先生が一直
線になり、青 と々した稲を丁寧に植えていきました。
　高学年の児童は、慣れた手つきでどんどん作業が進
んでいました。また、初めて体験する１年生も泥だら
けになりながら汗を流しました。
　育てたもち米は、秋に収穫し、もちつき大会で食べ
る予定です。

五木村老人クラブ連合会
グラウンド・ゴルフ大会

東小の子どもたちが
田植えに挑戦！

おいしい牛乳いただきます！

おいしいお米に育ってね!!

よーく狙って

よし、いけ！
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五木中学校が
「租税教育実践校」に選ばれました

いつきフットパスin大滝

　熊本県租税教育推進協議会では、次代を担う児童・
生徒の税に関する意識のさらなる高揚を図ることを
目的とし、毎年県下の小・中学校から「租税教育実
践校」を選定しており、今年度は五木中学校が対象
校に選ばれました。
　これから１年間、生活の上で欠かせない「租税」
の意義や役割について学習します。

　６月９日、五木村グリーンツーリズム研究会主催に
よるフットパスイベントが開催され、村内外から２４
名が参加しました。
　大滝の下流側駐車場からスタートし、川沿いの遊
歩道をゆっくり歩いて滝壺へ。滝壺を過ぎて急階段
を登ってしばらくいった先にある川沿いの広場で休憩
となり、グリーンツーリズムスタッフによる地元の食
材を使ったおもてなしも行われました。
　この日は天気にも恵まれ、大滝の自然林に囲まれ
た中を歩くのには絶好のフットパス日和でした。
　五木村グリーンツーリズム研究会では、今後も引
き続き、五木ならではの特色あるフットパスイベント
を開催して、地域を盛り上げていく予定です。

　五木村の振興へ向けて村が策定した「（第６期）五
木村基本構想」及び熊本県と村との共同で策定した

「ふるさと五木村づくり計画（基本計画・平成３１年
度実施計画）」の住民説明会を、６月３日から６月７日
にかけて（村内５会場）開催しました。
　五木村基本構想では、今後１０年間に村が目指す
姿を、ふるさと五木村づくり計画では、今後５年間に目
指す姿や取り組みについてご説明し、ご出席いただい
た皆様から、多岐にわたる貴重なご意見、ご要望を賜
りました。今回いただきましたご意見などは、今後の
村政運営の参考とさせていただきます。

　５月２９日、鍋屋本館におい
て人吉球磨食品衛生協会通
常総会が開催されました。総
会では、人吉球磨食品衛生協
会表彰規定により本村の「五
木村猪鹿解体処理加工施設」
も「食品衛生優良施設」の表彰
を受けました。
　当施設は、野生獣活用部会
が食品営業の許可を受け、シカ
肉を精肉として加工・販売を行っております。（運営は
11年、現在の加工施設は築6年）
　これを機に、捕獲鳥獣の利活用も含め、団体の活動
が益々活発になることを期待します。

「五木村基本構想」及び「ふるさと五木村
づくり計画」住民説明会を開催しました

五木村猪鹿解体処理加工施設
食品衛生優良施設表彰

租税教育実践校の委嘱状授与式
（右：五木中学校　田村誠志教務主任）

多くの参加がありました

宮園交流館で開催した説明会の様子

五木村猪鹿解体処理加工施設

受賞したトロフィー
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保健だより

熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
、
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。

7月号

げんぞう会や脳いきいき教室のお問い合わせ先：保健福祉課　TEL 37－2214、IP：2214

場　所 頭　地 小　鶴 三　浦 宮　園

期　日
 2日（火）  9日（火）  4日（木） 11日（木）
16日（火） 23日（火） 18日（木） 25日（木）
30日（火）

時　間 開始時間　：　午前10：00　（ 9：30から受付開始 ）

場　所 瀬　目 平　瀬 下梶原 平沢津

期　日
 2日（火）  9日（火）  4日（木） 11日（木）
16日（火） 23日（火） 18日（木） 25日（木）
30日（火）

時　間 開始時間　：　午後1：45　（ 1：15から受付開始 ）

期　日 3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
場　所 保健センター 宮園交流館

時　間
受付（午前）　9：30 受付（午後）　1：00
開始（午前）10：00 開始（午後）　1：30

介 護 予 防 教 室

　最近忘れっぽい、物の名前が出
てこないなど、お困りのことはあり
ませんか？
　毎週、パズルやトランプ等、みん
なで楽しみながら認知症予防を
しています。興味のある方は保健
福祉課までお尋ねください。

期日▶7月5日（金）、8月2日（金）
乳幼児健診のお知らせ

健　診 受付時間（午後） 場所 対象者

乳幼児健診 1：30～2：00 保健センター 3・6・10ケ月、1歳2ケ月、
1歳6ケ月、3・4・5歳児

※対象者が少ないときは健診を中止する場合があります。その際は対象者の方に個別に日程を通知します。

こころの健康相談

専門医の受診が難しい方、ぜひ、この機会を利用してみませんか？
熊本県人吉保健所　精神保健相談

臨床心理士が相談を受けます。

◎相談内容の秘密は固く守られます。
◎希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

完全予約制です。事前に保健所担当まで連絡してください。

相談日

相談内容：物忘れ、人間関係の悩みや病気の対応など

令和元年７月19日（金）相談日

五木村　こころの健康相談
相談は、

無料です。

専門の医師が相談を受けます。

 保健福祉課　TEL 37－2214　IP：2214お問い合わせ先

人吉保健所保健予防課　TEL 22 － 5289お問い合わせ先

７月のげんぞう会の日程表

７月の脳いきいき教室の日程表

令和元年7月11日（木）▶ 場所：多良木町多目的研修センター1階中会議室
令和元年7月26日（金）▶ 場所：人吉保健所
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
村
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年４月１日からの全面施行を前に、今
年７月から、多数の者が利用する学校や病院、児童福祉施設、行政機関等においては、「敷地内
禁煙、（屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場合は除く）」になり、受動喫
煙を防止するための取り組みが始まります。

　禁煙したいと思っても、なかなか成功しない原因は、ニコチンに依存性があるため
です。そこで、保健福祉課では、禁煙外来を受診する方への助成金や保健指導など、
禁煙するためのお手伝いをしていますので、いつでもご相談ください。一緒に禁煙に
取り組みましょう。

　タバコを吸わない人でも、周囲にタバコを吸う人が
いれば、嫌でもタバコの煙を吸うことになります。日常
的にタバコの煙を吸わされ続ければ、がんや脳卒中、
心臓病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、歯周病など全身の
あらゆる病気の原因になるといわれ、厚生労働省の発
表によれば、受動喫煙が原因の肺がんや心筋梗塞によ
り死亡する成人は、年間約6800人にのぼると推計され
ています。

〔受動喫煙を防止するための取り組み〕

禁煙にチャレンジしたいと思っている方へ

受動喫煙の害による周囲の人達への影響

多くの施設において
屋内が原則禁煙に

20歳未満の方は
喫煙エリアへ立ち入り禁止に

屋内での喫煙には
喫煙室の設置が必要

喫煙室には
標識掲示義務付けへ

マナーからルールへ
望まない受動喫煙をなくすために

20歳未満の
立入禁止

喫煙室の
設置が必要

標識掲示が
義務付け
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国民健康保険税の税率を改定します

五木村役場人事異動
令和元年５月1３日付

新職名 氏名（旧職名）

会　計　室

会計管理者 髙田　孝浩
（ふるさと振興課　企画振興係長）

ふるさと振興課

商工観光係長 村山　義治
（農林課　農業振興係長）

主　事 加藤　大雄
（住民税務課　主事）

住民税務課

税務審議員 黒木　一秀
（教育委員会　社会教育審議員）

農　林　課

農業振興係長 山尾　浩二
（総務課　総務係長兼財政係長）

教育委員会
学校教育係長兼
社会教育係長

黒木　光重
（ふるさと振興課　商工観光係長）

　国民健康保険は、加入されている方の医療費などを支払うため、皆様に納めていた
だく国民健康保険税と国・県などの公費の収入により運営しています。
　本年、税率の見直しを行ったところ、村民の皆様の健康維持への関心ならびに納税に対するご
理解とご協力によって、税率の軽減となりました。
　加入者の皆さまには、今後とも、健康維持ならびに納税に対しご理解とご協力をお願いします。
　令和元年度　国民健康保険税の税率は次のとおりです。

①医療給付分………………国民健康保険の医療費等に充てるための税額
②後期高齢者支援金分……７５歳未満の方が７５歳以上の方の医療制度を支援するための税額
③介護納付金分……………４０歳から６４歳の方（介護保険２号被保険者）が納める税額

区　　分 改定後（令和元年度） 前年度税率との比較

①医療給付分　

所得割 ７．９０％ ０．６０％引き下げ

均等割（１人当たり） ２３，０００円 前年度税率より据置

平等割（１世帯当たり） １６，０００円 １，０００円引き下げ

②後期高齢者支援金分

所得割 ２．６０％ ０．５０％引き下げ

均等割（１人当たり） ７，０００円 １，０００円引き下げ

平等割（１世帯当たり） ５，０００円 １，０００円引き下げ

③介護納付金分

所得割 １．５０％ ０．９０％引き下げ

均等割（１人当たり） ７，０００円 ２，０００円引き下げ

平等割（１世帯当たり） ３，０００円 ２，０００円引き下げ

 住民税務課　TEL 37－2213お問い合わせ先

　６月1日から五木村役場農林課内（五木村森林経営組合）に
嘱託職員として採用された、尾方一之と申します。
　平成31年4月1日より「森林経営管理制度」という新たな制
度がスタートしました。この制度は、五木村が仲介役となり森林
所有者と担い手を繋ぐシステムを構築し、健全な森林管理を行う
事業です。少しでも森林所有者の方のお役に立てるように業務
に励みたいと思います。
　みなさんどうぞ宜しくお願いします。

　６月30日付で退職いたしました。
　皆様、大変お世話になり、ありがと
うございました。

農林課内
（五木村森林経営組合）
（嘱託職員）

尾
おがた

方　一
かずゆき

之

ふるさと振興課

主事　松
まつがみ

上　詩
し ほ

歩

お世話になりました
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日 月 火 水 木 金 土
1 2

（総合診療科） 
田浦

（血液内科） 
樅田

（総合診療科） 
堤

（外　科） 
下川

（総合診療科） 
田浦

（代謝内分泌内科） 
大礒

（外　科） 
下川

（総合診療科） 
田浦

（血液内科） 
樅田

（総合診療科） 
堤

（外　科） 
下川

（総合診療科） 
田浦

（代謝内分泌内科） 
大礒

（総合診療科） 
堤

（外　科） 
下川

（総合診療科） 
田浦

（総合診療科） 
堤

※都合により担当医師が変更となる場合もあります。8月

人吉医療センター〔予約センター〕月曜日～金曜日・午前 9 時～午後 5 時
【予約時】TEL 22−1900　　【救急時】TEL 22−2191

（TEL 37−2008　IP：2008）

〈診療所を受診される方へ〉
待ち時間を少なくするため、予約受付を行っています。医師は、患者搬送のために救急車に同乗したり、
往診の為不在の場合があります。受診される場合は、必ず予約してお越しください。

23 242221201918

9 10854 76

16 171511 141312

Itsuki VillageNews

03 診療所担当医師予定表

平成31年
4月診療分

件数 保険者（五木村）負担額 前月比
入　　院 10 4,116,940 円 −4.78％
外　　来 260 2,420,172 円 −1.45％
調　　剤 115 960,696 円 +33.10％

食事・生活療養費 10 175,632 円 −20.46％
その他療養費 2 13,869 円 −32.69％

合　　計 397 7,687,309 円 −0.71％

4 月末国保被保険者数 １人当たり保険者負担額（月額） 前月比
224 人 34,318 円 −1.16％

　今月の医療費は先月に比べ少し減少しています。調剤費は増加していますが、他の項目が減
少しているので、減額となっています。
　これから、どんどん暑くなります。水分補給をして熱中症や脱水症状に注意してください。
屋内でも冷房等を活用して、体調管理を行ってください。

Itsuki VillageNews

04 国民健康保険医療費の状況

28 3127 29 302625

31 2
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７月の人吉市の休日当番医
Itsuki VillageNews

06

Itsuki VillageNews

05８月の球磨郡の休日当番医

 保健福祉課　TEL 37－2214　IP：2214お問い合わせ先

当番医が変更する場合がありますので、必ず電話で確認して受診してください。

日付 曜日 医療機関 電話番号 小児科医療機関 電話番号

４日 日
そのだ医院 43-2063

公立多良木病院小児科 42-2560
たかの眼科 47-2550

１１日 日
仁田畑クリニック 42-1123

増田クリニック小児科 22-3570
岩井クリニック 49-2181

１２日 月
増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

たかはし小児科内科医院 24-2222
権頭医院 36-0008

１８日 日
東病院 45-5711

人吉医療センター小児科 22-2191
高田内科医院 38-3677

２５日 日
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

やまむら医院 45-0005
田中医院 38-0061

日付 曜日 医療機関 電話番号

7 日 日
しらおく内科クリニック 25-1550

たけだ眼科クリニック 23-3096

14 日 日

田中医院 24-6127

田中クリニック 22-7222

増田クリニック小児科 22-3570

15 日 月

たかみや医院 24-5611

辻循環器科・内科 24-8888

人吉医療センター 22-2191

21 日 日

岡医院 22-3371

たかはし小児科内科医院 24-2222

堤病院 22-0200

28 日 日
とやまクリニック胃腸科肛門科 28-3375

外山内科 22-2003

当番医が変更する場合がありますので、必ず電話で確認して受診してください。

※ 7月の球磨郡医師会休日当番医については先月の広報を確認してください。
 保健福祉課　TEL 37－2214　IP：2214お問い合わせ先
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　説明会では検診の受診希望調査票の回収や、国民健康保険証及び後期高齢者医療保険証の交付
などを行います。説明会の日程は下記のとおりです。印鑑をご持参ください。

Itsuki VillageNews

07 令和元年度保健福祉課事業説明会及び保険証交付日程表

期　　日 時　間 場　　所 対　象　地　区

７月８日（月） 午後７時

下谷集会所 下谷・三方谷

九折瀬集会所 九折瀬・八原

瀬目集会所 瀬目

７月９日（火） 午後７時

平沢津体育館 平沢津

内谷日当集会所 内谷（日当・日添）

山口集会所 山口

７月１０日（水）

午後２時 中村集会所 中村

午後３時 下平瀬集会所 上平瀬・下平瀬

午後７時

白岩戸集会所 白岩戸

西地区集会所 小鶴・端海野

出る羽集会所 出る羽

７月１１日（木）

午後３時 入鴨集会所 入鴨

午後７時
保健センター 頭地・掛橋

竹の川集会所 竹の川

７月１２日（金）

午後２時 大平集会所 大平・野々脇

午後３時 葛の八重集会所 葛の八重・宮目木

午後７時

高野公会堂 高野・土会平・元井谷

白水集会所 白水

梶原集会所 梶原

７月１６日（火）

午後２時 三浦地区集会室 吐合

午後４時 八重集会所 八重

午後７時

宮園交流館（３階） 宮園・松尾野

宮園憩いの家 平野・西谷

栗鶴集会所 栗鶴・鶴

下梶原集会所 下梶原

Itsuki Village Public Relations   2019.713
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　「障がいを理由とする差別」を解消していくことで、障がいのある人もない人も、分け隔
てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくること
を目指し、障がいを理由とする差別の解消に関する法律（障がい者差別解消法）が制定され
ました。（平成２８年４月施行）

　障がい者差別解消法のポイント
　この法律では、行政機関と民間事業者に対して、「障がいを理由とする差別」の禁止を求
めています。
　「障がいを理由とする差別」には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の２種類
があり、行政機関では「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止され、民間
事業者では、「不当な差別的取り扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務とされていま
す。なお、個人の思想・言論はこの法律の対象外となっています。
　「不当な差別的取り扱い」とは
　「不当な差別的取り扱い」とは、障がいがあることのみを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない
人にはつけない条件をつけたりすることです。
※�実際の場面において「不当な差別的取り扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。（正当な理由がある場合などは、差
別的取扱いには該当しません。）

　「合理的配慮の不提供」とは
　「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにも関わらず、社
会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
※�実際の場面において「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。（実施に伴う負担が過重である場合
などは、合理的配慮の提供義務は生じません。）

　障がいを理由とする差別に関する相談窓口
　不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、「障がいを理由とす
る差別」に関する相談を受け付けています。

　受付窓口：保健福祉課　  TEL：３７－２２１４　FAX：３７－２２１５　IP：２２１4

　相談窓口では、相談を聞くだけではなく、必要に応じて、相手方や現場の状況確認を行い、提供
可能な代替案がないかなど、建設的な対話が行われるよう促すとともに、相談内容によっては適切
な機関をつなぐ橋渡しとしての役割を果たしています。

Itsuki VillageNews

08

Itsuki VillageNews
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障がい者差別に関する相談窓口について

五木村観光協会 事務局長に就任しました

　この度、五木村観光協会の事務局長を拝命させて頂くこととなりました、山下健二と申します。五木
村の活性化と発展の為に村民の皆様と共に鋭意努力する決意です。
　村民の皆様方のご支援をいただいて、責務を全うしたいと存じますので、何卒ご協力とご指導を賜り
ますようお願い申し上げます。

五木村観光協会

事務局長　山
やました

下　健
けんじ

二
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八代年金事務所・年金出張相談（７月）
　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合
もありますので、必ず予約をしてください。

場　所 期　日 相談時間

人吉市東西コミュニティセンター  1日（月）・ 8日（月）
22日（月）・29日（月） 　午前 9 時～

　　　午後 5 時錦町社会福祉協議会（温泉センター） 10日（水）・24日（水）

多良木町役場  3日（水）・17日（水）・31日（水）

【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室　
　　　　　☎０９６５－３５－６１２３　自動音声①→②
※その他不明な点は　五木村役場　住民税務課　☎３７－２２１３　まで

〜日本年金機構職員を装った　　　　　　　　　
　　　　　　　　不審電話にご注意ください！〜
　全国各地で、「日本年金機構」や「社会保険庁」もしくは「厚生労働省」などの

職員と称して、現金を詐取したり、銀行口座番号や家族構成、預貯金額を聞く

など、不審な電話や訪問があった等というお問い合わせが寄せられています。

　また、“年金関係の書類”を配達できないなどと言って、運送会社を名乗り、

職業や会社名などの情報を入手しようとする電話があったというお問合せ

も寄せられています。

　日本年金機構職員及び委託事業者が訪問する際は、必ず写真付身分証明書

を携行し、お客様に提示いたします。

　なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。

　不審な点を感じたら、できるだけ１人で対応せず、相手の名前や所属、用件

を聞いて、メモを控えて家族等に相談してください。

　怪しいなと感じたら、口座番号等の個人情報を話したり、現金を支払っ

たり、振り込みをせずに、お近くの年金事務所または警察へお問い合わせ

ください。

Itsuki VillageNews
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に
相
談
日
時
等
を
ご
予
約
い

た
だ
い
た
上
で
、
所
轄
の
税
務
署

に
お
い
て
ご
相
談
を
お
受
け
し
て

お
り
ま
す
。

　

ご
予
約
の
際
に
は
、
お
名
前
・

ご
住
所
・
相
談
内
容
等
を
お
伺
い

い
た
し
ま
す
。

人
吉
税
務
署
☎
２
３-

２
３
１
１

※�

自
動
音
声
案
内

○�

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
（
よ
く

あ
る
税
の
質
問
）
」
の
ご
利
用

方
法
等
に
つ
い
て

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
（
よ
く
あ

る
税
の
質
問
）
」
で
は
、
よ
く
あ

る
税
の
ご
質
問
に
対
す
る
一
般
的

な
回
答
を
、
税
金
の
種
類
ご
と
に

調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
検

索
も
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◇�

パ
ソ
コ
ン
か
ら

　

�

（w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/

ta
x
e
s
/s
h
ira

b
e
ru
/

ta
x
a
n
s
w
e
r/in

d
e
x
2
.

htm

）

◇�

携
帯
電
話
か
ら

　

�

（w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/m
/

taxansw
er/

）

　

�

携
帯
サ
イ
ト
は
、
左
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
も
ご
利
用
に
な
れ

ま
す
。

○�

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談

は
熊
本
国
税
局
の
「
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
」
へ
！

　

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相

談
は
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
熊
本
国
税
局

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
ご

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
ご
利

用
の
際
の
手
順
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

１　

�

最
寄
り
の
税
務
署
に
電
話
し

ま
す
。

 

お
知
ら
せ

国
税
だ
よ
り

Itsuki VillageNews

熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
、
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。

平成３０年度中に五木村から人吉・球磨クリーンプラザに搬出されたごみの量が確定しました。

可燃ごみは前年に比べ約０．５トン減少しました。今後もごみ減量、資源ごみの分
別にご協力をお願いします。

資源ごみは前年に比べ約３．５トン減少しました。資源ごみとして回収されるアルミ
缶やスチール缶は、回収後クリーンプラザが専門業者に売却し、施設の運営費等
に活用されます。資源ごみの分別にご協力をお願いします。

不燃ごみは前年に比べ約０．４トン増加しました。

平成３０年度ごみ搬出量のお知らせ

可
燃
ご
み

年　度 搬出量（ｔ） 増　減

平成３０年度 １９９．６ －０．５トン

資
源
ご
み

年　度 搬出量(ｔ) 増　減

平成３０年度 ４６．８ －３．５トン

不
燃
ご
み

年　度 搬出量(ｔ) 増　減

平成３０年度 １１．６ ０．４トン

Itsuki VillageNews
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INFORMATION

２　
�

最
初
の
自
動
音
声
案
内
に
従

い
、
番
号
「
１
」
を
選
択
し

ま
す
。

　

※�

税
務
署
か
ら
の
お
尋
ね
に
対

す
る
問
い
合
わ
せ
や
納
付
相

談
、又
は
税
務
署
の
職
員
に
ご

用
の
あ
る
方
は
、番
号「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

�

次
の
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、

相
談
し
た
い
内
容
の
番
号
を

次
の
中
か
ら
選
択
し
ま
す
。

　

①�

個
人
の
年
金
や
事
業
な
ど
の

所
得
税

　

②�

給
与
な
ど
の
源
泉
徴
収
（
年

末
調
整
）
又
は
支
払
調
書

　

③�

相
続
税
や
贈
与
税
又
は
譲
渡

所
得

　

④
法
人
税

　

⑤
消
費
税
や
印
紙
税

　

⑥�

そ
の
他
の
お
問
い
合
わ
せ
や

ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

○
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
の
軽
減

税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

本
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
税
率
が
８
％
か

ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、同
時
に

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
税
率
の
対
象
品
目
は
、大

き
く
分
け
て
①
飲
食
料
品（
酒
類・

外
食
等
を
除
い
た
も
の
）、②
週
２

回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞（
定
期

購
読
契
約
に
基
づ
く
も
の
）の
２
つ

で
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に
伴
い
、

事
業
者
の
方
は
、帳
簿
や
請
求
書

等
を
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
作
成

す
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、レ
ジ
や
シ

ス
テ
ム
の
導
入・改
修・入
替
え
が
必

要
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
詳

し
い
情
報
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp

）内
の
特
設
サ

イ
ト「
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ご
不
明
な
点
は
、
軽

減
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
電
話　

０
１
２
０-

２
０
５-

５
５
３
）
、

　

も
し
く
は
最
寄
り
の
税
務
署
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

○
契
約
書
や
領
収
書
と
印
紙
税

　

私
た
ち
は
、毎
日
の
生
活
の
中
で
、

い
ろ
い
ろ
な
文
書
を
作
成
し
た
り
、

受
け
取
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
の
中
に
は
、印
紙

税
が
掛
か
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

印
紙
税
が
掛
か
る
文
書
は
、金

銭
借
用
証
書
、不
動
産
売
買
契
約

書
、工
事
請
負
契
約
書
な
ど
の
契

約
書
の
ほ
か
、約
束
手
形
、領
収
書
、

金
銭
の
受
取
通
帳
な
ど
、20
種
類

に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

印
紙
税
は
、印
紙
税
の
掛
か
る

文
書
を
作
成
し
た
人
が
、定
め
ら
れ

た
金
額
の
収
入
印
紙
を
そ
の
文
書

に
貼
り
付
け
、こ
れ
に
消
印
を
し
て

納
め
る
税
金
で
す
。

　

文
書
を
作
成
す
る
場
合
は
、印

紙
税
の
パン
フ
レ
ッ
ト（
税
務
署
窓
口

に
備
付
け
）等
を
参
考
に
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
い
た
だ
き
、印
紙
税
が

掛
か
る
か
ど
う
か
、税
額
が
い
く
ら

か
な
ど
を
確
認
し
て
、間
違
い
の
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１　

�

覚
書
、
念
書
、
差
入
証
な
ど

は
、
印
紙
税
法
上
の
契
約
書

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２　

�

申
込
書
、
注
文
書
、
依
頼
書

な
ど
の
文
書
で
も
印
紙
税
が

掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

３　

�
仮
契
約
書
、
予
約
契
約
書
及

び
仮
領
収
書
に
も
印
紙
税
が

掛
か
り
ま
す
。

４　

�

レ
ジ
ス
タ
ー
か
ら
打
ち
出
さ

れ
る
レ
シ
ー
ト
に
も
印
紙
税

が
掛
か
り
ま
す
。

　

印
紙
税
に
つ
い
て
お
分
か
り
に

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

○�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
で
お
酒
を
販
売
す
る
に
は
税

務
署
長
の
免
許
が
必
要
で
す

　

入
手
困
難
な
焼
酎
等
の
お
酒
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

で
継
続
的
に
出
品
し
販
売
す
る

ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

酒
類
の
販
売
業
を
し
よ
う
と
す
る

方
は
、
販
売
場
を
所
轄
す
る
税
務

署
長
か
ら
通
信
販
売
酒
類
小
売
業

免
許
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

無
免
許
販
売
を
行
っ
た
場
合
、

酒
類
の
没
収
、
罰
金
等
処
罰
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

酒
類
の
販
売
業
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
な
ど
、お
分
か
り
に
な
り

に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（w

w
w
.

nta.go.jp

又
は�

国
税
庁�

検
索��

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、熊
本
西
税

務
署
酒
類
指
導
官
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

熊
本
西
税
務
署

☎
０
９
６-

３
５
５-

１
１
８
１

※
自
動
音
声
案
内

○�

自
宅
か
ら
ネ
ッ
ト
が
便
利��

申

告
・
納
税��

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

　

「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ

ス
テ
ム
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）
」
で
は
、

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務

所
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
、
国
税
に
関
す
る
各
種

手
続
（
①
所
得
税
（
及
び
復
興
特

別
所
得
税
）
、
法
人
税
・
地
方
法

人
税
（
及
び
復
興
特
別
法
人
税
）
、

贈
与
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
、
酒
税
、
印
紙
税
の
申
告
、
②

全
て
の
国
税
の
納
税
、
③
納
税
証

明
書
の
交
付
請
求
及
び
法
定
調
書

の
提
出
な
ど
の
申
請
・
届
出
等
）

が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で

も
、
電
子
署
名
を
必
要
と
し
な
い

一
部
の
手
続
等
（
納
税
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
の
確
認
、
利
用

者
情
報
の
登
録
・
確
認
・
変
更

等
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
、
給
与
所
得
者
（
年
末
調
整

済
み
）
で
医
療
費
控
除
又
は
ふ
る

さ
と
納
税
な
ど
の
寄
附
金
控
除
を

適
用
し
て
申
告
さ
れ
る
方
は
、
平

成
31
年
１
月
か
ら
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
専
用
の
画
面
を
利
用
し
て

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

又
は��

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ��

検
索�　

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
村
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

㆖

㆖
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各
種
お
問
い
合
わ
せ
は
、
最
寄
り

の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

人
吉
税
務
署
☎
２
３-

２
３
１
１

※�

自
動
音
声
案
内

　

道
に
迷
っ
た
犬
や
猫
は
自
力
で

は
家
に
帰
れ
ま
せ
ん
。
特
に
こ
れ

か
ら
の
季
節
は
、
雷
や
花
火
の
音

に
驚
い
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
お

そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
大
事
な
ペ
ッ

ト
を
迷
子
に
さ
せ
な
い
よ
う
、
犬

は
リ
ー
ド
で
つ
な
ぎ
、
猫
は
室
内

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
鑑
札

や
迷
子
札
を
つ
け
た
り
、
首
輪
の

裏
に
飼
い
主
の
名
前
や
連
絡
先
を

記
入
し
た
り
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

も
し
ペ
ッ
ト
が
迷
子
に
な
っ
た
場

合
は
、
保
健
所
や
市
町
村
、
警
察

署
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

人
吉
保
健
所

　

☎
２
２-

３
１
０
８

　

こ
れ
か
ら
早
期
水
稲
は
出
穂
・

開
花
期
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
期

の
農
薬
散
布
に
あ
た
っ
て
は
、
ミ

ツ
バ
チ
に
被
害
を
与
え
な
い
よ
う
、

事
前
に
近
く
の
養
蜂
家
と
巣
箱
の

位
置
や
防
除
時
期
、
場
所
な
ど
の

情
報
を
交
換
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た

散
布
し
た
農
薬
が
ミ
ツ
バ
チ
や
巣

箱
に
か
か
ら
な
い
よ
う
、
十
分
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

県
農
業
技
術
課

　

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
３
８
１

　

畜
産
課

　

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
４
０
１

　

�

ま
た
は
最
寄
り
の
各
広
域
本
部

（
地
域
振
興
局
）
農
業
普
及
・

振
興
課

１　

航
空
学
生

　

⑴
募
集
期
間

　
　

７
月
１
日
㈪
～

　
　

９
月
６
日
㈮

　

⑵
第
１
次
試
験
日
・
場
所

　
　
ア
試
験
日�

　
　
　

９
月
16
日
㈪

　
　

イ
場　

所

　
　
　

�

熊
本
地
方
合
同
庁
舎
Ａ
棟

（
熊
本
市
）

　

⑶
第
１
次
試
験
合
格
発
表

　
　

10
月
４
日
㈮

　

⑷
試
験
内
容

　
　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査

　

⑸
受
験
資
格

　
　

ア
海

　
　
　

�

18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
者

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

　
　

イ
空

　
　
　

�

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

２　

�

予
備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技

能
公
募
）

　

⑴
募
集
期
間

　
　

７
月
１
日
㈪
～

　
　

９
月
13
日
㈮

　

⑵
試
験
日
・
場
所

　
　

ア
試
験
日

　
　
　

10
月
５
日
㈯
～

　
　
　

同
月
８
日
㈫
の
う
ち
、

　
　
　

い
ず
れ
か
１
日

　
　

イ
場　

所

　
　
　

�

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本

部
人
吉
地
域
事
務
所
に
お

問
合
せ
下
さ
い
。

　

⑶
合
格
発
表

　
　

11
月
８
日
㈮

　

⑷
試
験
内
容

　
　

�

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適

性
検
査
、
身
体
検
査

　

⑸
受
験
資
格
者

　
　

ア
一
般

　
　
　

18
歳
以
上
34
歳
未
満

　
　

イ
技
能

　
　
　

�

18
歳
以
上
で
、
国
家
免
許

資
格
等
を
有
す
る
者
（
資

格
に
よ
り
年
齢
上
限
は
53

歳
か
ら
55
歳
未
満
）

３　

防
衛
大
学
校
学
生

　

⑴
推　

薦

　
　

ア　

募
集
期
間

　
　
　

９
月
５
日
㈭
～

　
　
　

９
月
９
日
㈪

　
　

イ　

試
験
日
・
場
所

　
　
　

ア
試
験
日�

　
　
　
　

９
月
28
日
㈯
、

　
　
　
　

29
日
㈰

　
　
　

イ
場　

所

　
　
　
　

�

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力

本
部
人
吉
地
域
事
務
所

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　

ウ　

試
験
内
容

　
　
　

�

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

身
体
検
査

　
　

エ　

受
験
資
格

　
　
　

�

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）
で
成
績
優
秀
生
徒

会
活
動
等
に
顕
著
な
実
績

を
修
め
、
学
校
長
が
推
薦

で
き
る
者

　

⑵
総
合
選
抜

　
　

ア　

募
集
期
間

　
　
　

９
月
５
日
㈭
～

　
　
　

９
月
９
日
㈪

　
　

イ　

試
験
日
・
場
所

　
　
　

ア
第
１
次
試
験
日�

　
　
　
　

９
月
28
日
㈯

　
　
　

イ
場　

所

　
　
　
　

�

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力

本
部
人
吉
地
域
事
務
所

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　

ウ　

試
験
内
容

　
　
　

筆
記
試
験

　
　

エ　

受
験
資
格

　
　
　

�

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

（
自
衛
官
は
23
歳
未
満
）

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

　

⑶
一
般

　
　

ア　

募
集
期
間

　
　
　

９
月
５
日
㈭
～

　
　
　

９
月
30
日
㈪

　
　

イ　

試
験
日
・
場
所

　
　
　

ア
第
１
次
試
験
日

　
　
　
　

11
月
９
日
㈯

大
事
な
ペ
ッ
ト
を
迷
子
に

さ
せ
な
い
た
め
に

ミ
ツ
バ
チ
に
対
す
る
農
薬

危
害
防
止
に
つ
い
て

自
衛
官
募
集

熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
、
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。
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INFORMATION

　
　
　
　

10
日
㈰

　
　
　

イ
場　

所

　
　
　
　

�
自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力

本
部
人
吉
地
域
事
務
所

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　

ウ　

試
験
内
容

　
　
　

筆
記
試
験

　
　

エ　

受
験
資
格

　
　
　

�

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

（
自
衛
官
は
23
歳
未
満
）

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

４　

�

防
衛
医
科
大
学
校
学
生
（
医

学
科
及
び
看
護
学
科
）

　

⑴
医
学
科

　
　

ア　

募
集
期
間

　
　
　

９
月
５
日
㈭
～

　
　
　

９
月
30
日
㈪

　
　

イ　

試
験
日
・
場
所

　
　
　

ア
第
１
次
試
験
日�

　
　
　
　

10
月
26
日
㈯
、

　
　
　
　

27
日
㈰

　
　
　

イ
場　

所

　
　
　
　

�

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力

本
部
人
吉
地
域
事
務
所

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　

ウ　

第
１
次
試
験
合
格
発
表

　
　
　
　

11
月
28
日
㈭

　
　

エ　

試
験
内
容

　
　
　

筆
記
試
験

　
　

オ　

受
験
資
格

��������

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

　
　
　

�

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

　

⑵
看
護
学
科

　
　

ア　

募
集
期
間

　
　
　

９
月
５
日
㈭
～

　
　
　

９
月
30
日
㈪

　
　

イ　

試
験
日
・
場
所

　
　
　

ア
第
１
次
試
験
日�

　
　
　
　

10
月
19
日
㈯

　
　
　

イ
場　

所

　
　
　
　

�

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力

本
部
人
吉
地
域
事
務
所

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　

ウ　

第
１
次
試
験
合
格
発
表

　
　
　
　

11
月
15
日
㈮

　
　

エ　

試
験
内
容

　
　
　

筆
記
試
験

　
　

オ　

受
験
資
格

　
　
　

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

　
　
　

�

高
卒
者
（
見
込
含
）
又
は

高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）

５　

一
般
曹
候
補
生
（
第
２
回
）

　

⑴
募
集
期
間

　
　

７
月
１
日
㈪
～

　
　

９
月
６
日
㈮

　

⑵
第
１
次
試
験
日
・
場
所

　
　

ア
試
験
日�

　
　
　

９
月
21
日
㈯

　
　

イ
場　

所

　
　
　

健
軍
駐
屯
地
（
熊
本
市
）

　

⑶
第
１
次
試
験
合
格
発
表

　
　

10
月
４
日
㈮

　

⑷
試
験
内
容

　
　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査

　

⑸
受
験
資
格

　
　

�

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

（
32
歳
の
者
は
、
採
用
年
月

の
末
日
現
在
、
33
歳
に
達
し

て
い
な
い
者
）

６　

自
衛
官
候
補
生

　

⑴
募
集
期
間

　
　

�

通
年
を
通
じ
て
、
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

⑵
試
験
日
・
場
所

　
　

�
自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

人
吉
地
域
事
務
所
に
お
問
合

せ
下
さ
い
。

　

⑶
試
験
内
容

　
　

�

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適

性
検
査
、
身
体
検
査

　

⑷
受
験
資
格

　
　

�

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

（
32
歳
の
者
は
、
採
用
予
定

月
１
日
か
ら
起
算
し
て
３
月

に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日

現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な

い
者
）

▼�

各
種
自
衛
官
募
集
の
お
問
い
合

わ
せ
先

　

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

　

人
吉
地
域
事
務
所

　

〒
８
６
８-

０
０
０
８

　

人
吉
市
中
青
井
町
３
２
０-

１
３

　

☎
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
２
２-

４
７
０
４

　

消
防
法
（
昭
和
23
年
法
律
第

１
８
６
号
）
第
17
条
の
９
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
２
０
１
９
年

度
第
１
回
・
第
２
回
消
防
設
備
士

試
験
が
次
の
日
程
等
で
実
施
さ
れ

ま
す
。

１　

試
験
日

　

第
１
回

　
　

９
月
８
日
㈰

　

第
２
回

　
　

９
月
15
日
㈰

２　

�

試
験
時
間
、
試
験
の
種
類
、

試
験
地

　

○
試
験
時
間

　
　

午
前
９
時
着
席

　
　

午
前
９
時
30
分
開
始

　

○
試
験
の
種
類

　
　

・
甲
種
全
類

　
　

・
乙
種
全
類

　

○
試
験
地
：
熊
本
市

　

※�

第
１
回
試
験
日
及
び
第
２
回

試
験
日
に
、
１
種
類
ず
つ
受

験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

�

な
お
、電
気
工
事
士
の
免
状

を
有
し
、試
験
科
目
の
免
除

を
受
け
る
方
の
み
、同
じ
試

験
日
に
、「
甲
４
と
乙
７
」又
は

「
乙
４
と
乙
７
」の
２
種
類
を

受
験
で
き
ま
す
。

　

※�

試
験
会
場
は
、
受
験
票
に
記

載
し
ま
す
。

３　

願
書
受
付
期
間

　

⑴
書
面
申
請

　
　

７
月
19
日
㈮
～

　
　

７
月
26
日
㈮

　
　

（
土
、
日
を
除
く
。
）

　

※�

郵
送
の
場
合
は
、
７
月
26
日

の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受

け
付
け
ま
す
。

　

⑵
電
子
申
請

　
　

７
月
16
日
㈫
午
前
９
時
～

　
　

７
月
23
日
㈫
午
後
５
時

　

※�

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
手

続
き
を
さ
れ
る
際
、
必
ず

（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.shoubo-

shiken.or.jp

）
の
説
明
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

消
防
設
備
士
試
験
案
内

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
村
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
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⑶�

申
請
の
際
は
、
試
験
案
内
に

詳
細
を
記
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
熟
読
の
う
え
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

４　

願
書
等
の
配
置
場
所

　

�　

受
験
願
書
・
試
験
案
内
等
は
、

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
熊
本

県
支
部
、
熊
本
市
消
防
局
、
県

内
の
消
防
本
部
及
び
熊
本
県
総

務
部
市
町
村
・
税
務
局
消
防
保

安
課
に
７
月
３
日
㈬
以
降
配
置

し
ま
す
。

５　

お
問
い
合
わ
せ
先

（�

一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
熊
本
県
支
部�

　

�

熊
本
市
中
央
区
九
品
寺
１
丁
目

１
１-

４

　

熊
本
県
教
育
会
館
４
階

　

☎
０
９
６-

３
６
４-

５
０
０
５�

　

人
吉
球
磨
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

で
は
、
左
表
の
日
程
で
各
講
習
会

を
行
い
ま
す
。
受
講
ご
希
望
の
方

は
お
問
合
せ
下
さ
い
。
（
受
講
料

は
テ
キ
ス
ト
代
・
消
費
税
込
）

▼
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

職
業
訓
練
法
人

　

人
吉
球
磨
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
２-

２
４
７
５

　

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

�h
t
t
p
:/
/
w
w
w
.h
k
-

noukaicenter.com
/

　

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
・
遺
言

に
つ
い
て
の
法
律
教
室
（
参
加
無

料
）
を
開
催
し
ま
す
。

「
事
前
に
知
っ
て
い
れ
ば
…
」

　

ま
さ
か
の
と
き
に
備
え
る
た
め
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

法
律
相
談
と
同
時
に
無
料
相
談

会
も
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

予
約
は
不
要
で
す
。
無
料
相
談

会
の
み
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

○
と
き
：
令
和
元
年
8
月
10
日
㈯

　

相
続
・
遺
言
法
律
教
室

　

午
前
10
時
か
ら
午
前
11
時
ま
で

　

無
料
相
談
会

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
1
時
ま
で

○�

と
こ
ろ
：
球
磨
郡
錦
町
大
字
一

武
１
５
０
２
番
地

　

錦
町
保
健
セ
ン
タ
ー

○�

法
律
教
室
内
容
：
相
続
・
遺
言

に
つ
い
て
の
全
般
的
な
事
項

　

例
遺
言
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

　
　

�

相
続
人
、
相
続
財
産
の
特
定

に
関
す
る
こ
と

○�

相
談
内
容
：
司
法
書
士
の
業
務

全
般
に
関
す
る
事
項

　

例
相
続
・
遺
言
に
関
す
る
こ
と

　
　

�

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
に

関
す
る
こ
と

　
　

�

売
買
・
贈
与
・
担
保
権
な
ど

に
関
す
る
こ
と

　
　

�
会
社
・
そ
の
他
法
人
の
登
記

に
関
す
る
こ
と

　
　

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と

○
主
催
：
熊
本
県
司
法
書
士
会

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
司
法
書
士
会
人
吉
支
部

　

支
部
長

　

球
磨
郡
湯
前
町
１
９
８
８
番
地

　

司
法
書
士　

右
田
秀
美

　

☎
４
３-

２
１
６
５

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
４
３-

２
１
６
８

　

相
続
が
発
生
し
た
場
合
、
預
貯

金
の
払
戻
し
や
登
記
を
す
る
た
め

に
相
続
関
係
を
証
明
す
る
戸
籍
謄

本
等
を
金
融
機
関
や
登
記
所
な
ど

に
そ
の
都
度
何
度
も
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
法
務
局
で

発
行
さ
れ
た
法
定
相
続
証
明
情
報

一
覧
図
の
写
し
を
金
融
機
関
等
に

提
出
す
る
こ
と
で
、
戸
除
籍
謄
本

を
何
度
も
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

法
務
局
へ
の
申
請
及
び
交
付
は

無
料
で
す
。

▼
詳
細
は

　

熊
本
地
方
法
務
局
人
吉
支
局

　

�

☎
２
２-

３
３
９
２
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

▼
受
験
資
格

①
警
備
官

　

⑴�

２
０
１
９
年
4
月
1
日
に
お

い
て
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を

経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
、

２
０
２
０
年
3
月
ま
で
に
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
も
の
。

　

⑵�

人
事
院
が
⑴
に
掲
げ
る
も
の

に
準
ず
る
と
認
め
る
も
の
。

②
警
備
官
（
社
会
人
）

　

�

１
９
７
９
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
も
の
（
右
記
の
⑴
に

規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
人

及
び
人
事
院
が
当
該
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）

▼
受
付
期
間

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　
　
　
　
　

　

７
月
16
日
㈫
～
７
月
25
日
㈭

�

【
受
信
有
効
】

　

次
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス

の
上
、
申
込
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken/htm
l

※�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
が
で
き

な
い
特
段
の
状
況
に
あ
る
場
合

は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
地
方

出
入
国
在
留
管
理
局
（
支
局
）

又
は
人
事
院
各
地
方
事
務
局
・

沖
縄
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

第
1
次
試
験
日

　

９
月
22
日
㈰��

全
国
９
都
市

特
別
教
育
・
安
全
衛
生
教
育

第
２
種
電
気
工
事
士
対
策

講
座

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
・
遺

言
に
つ
い
て
の
法
律
教
室

＆
無
料
相
談
会

講習名 実施期間 申込期限 受講料

特別教育
足場の組立て等の
業務

9月3日(火)
1日　6時間 8月30日㈮ 14,000円

職長・安全衛生
責任者教育

9月10日･11日
2日間　14時間 9月5日㈭ 18,500円

第2種電気工事士
（下期）筆記講座

7月20日～
9月14日の
土曜日　8日間

7月10日㈬ 20,000円

第2種電気工事士
（下期）技能講座

10月19日㈯～
11月30日㈯
5日間

10月10日㈭ 25,000円

相
続
に
便
利
な「
法
定
相
続

情
報
証
明
制
度
」の
ご
案
内

２
０
１
９
年
度

入
国
警
備
官
募
集

熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
、
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。
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INFORMATION

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
村
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 2 3 4 5 6

・�郡民体育祭（ソフト
ボール）

7 8 9 10 11 12 13
・�郡民体育祭（ソフト
ボール・バドミン
トン団体戦・サッ
カー・バスケット
ボール）

・し尿汲み取り

14 15海の日 16 17 18 19 20
・�郡民体育祭（バドミ
ントン個人戦・水
泳）

・�保健福祉課事業説
明会

・行政相談
・いきいき大学

・�郡民体育祭　　　
（陸上競技）

21 22 23 24 25 26 27
・�参院選投票日 ・し尿汲み取り

28 29 30 31 8/1 8/2 8/3
・区長会

様々なSNSで五木村の魅力を発信しています!

Instagram

Twitter

Facebook

五木村 情報発信

主な行事等の詳細は五木村ホームページまで！
http://www.vill.itsuki.lg.jp

７月 の行事予定 自然が奏でる子守唄の里 五木村

★先日、無事に20歳を迎えることができました。

ようやく大人の仲間入りです。20歳はお酒など

解禁されるものが多々存在しますが、体型維持を

目標とし、体にいいことを習慣づけられるように生

活していこうと思います。

★6月は梅雨の時期でとても蒸し暑く、過ごしに

くい毎日でした。これから本格的な夏に入り、暑

さが厳しくなると思いますので、水分補給などをこ

まめに行い、熱中症等には十分注意してお過ごし

ください。

（颯樹）

編集後記

保 健 福 祉 課 事 業 説 明 会
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総
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課
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／
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ー
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ラ
フ

ィ
ッ

ク
ス

〒
868-0201　 　熊

本
県

球
磨

郡
五

木
村

甲
2672-7　

TEL0966-37-2211　
FAX0966-37-2215

ホームページアドレス　http://w
w

w
.vill.itsuki.lg.jp　

E-m
ail info@

itsuki.kum
am

oto.jp
広
報
い
つ
き
　

N
o

.304

人
の
動
き
（
5
月
末
現
在
）

戸
籍
の
窓
口

転入 転出 出生 死亡

男 1 3 1 1

女 1 1 0 0

計 2 4 1 1
（増減 -2）

人　口 1,082人
世帯数 498世帯

5月 16日～ 6月 15 日　届出分
【ご誕生】
5月24日

豊
トヨナガ

永 涼
リョウマ

真さん （正美・梨佐）頭地

ホタル観賞会

　５月２５日に、交響楽の里推進協議会主催のもと、ホタル観賞会が行

われました。

　当日は３００人ほどの来場があり、観賞に訪れた人々は、「心が落ち着

く」「とてもきれい」など、無数の輝きを放つホタルの乱舞に魅了されて

いました。

　また子守唄公園では、焼きそばや焼き鳥、飲みものなど様々な出店が

あり、飲食をしながら雑談を楽しんでおられました。


